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発行者略称番号 発行者略称略称 学校結果 選定委員会 発行者略称番号 発行者略称略称 学校結果 選定委員会
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2 東書 18 23 17 教出 21 17

15 三省堂 17 17 38 光村 24 23

発行者略称番号 発行者略称 学校結果 選定委員会 発行者略称番号 発行者略称 学校結果 選定委員会

社　会 2 東書 26 25 46 帝国 22 21

（地理的分野） 17 教出 16 18 116 日文 18 18

発行者略称番号 発行者略称 学校結果 選定委員会 発行者略称番号 発行者略称 学校結果 選定委員会

2 東書 27 25 225 自由社 13 16

社　会 17 教出 17 19 227 育鵬社 14 15

（歴史的分野） 46 帝国 21 18 229 学び舎 12 13

81 山川 16 16 236 令和 13 12

116 日文 20 19

発行者略称番号 発行者略称 学校結果 選定委員会 発行者略称番号 発行者略称 学校結果 選定委員会
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学校からの研究報告結果・選定委員会集計結果（中学校）
※「選定委員会」の欄には、５人の選定委員から５点満点で採点した合計得点を記入。
※「学校結果」の欄には、学校が５点満点で採点し、選定委員会と持ち点を合わせた結果を記入。
※特別支援に係る教科については、学校による調査研究はなし。専門部会の調査結果をもとに５名がふ
　さわしいと思う場合に〇と記入。

国　語
（国語）

国　語
（書写）
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理　科
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久喜市公共施設個別施設計画（学校施設編）の改訂に伴う新旧対照表（本文） 

該当ページ 新 旧 

 

 

P7 

 

 

上位・関連計画である「久喜市総合振興計画」、「久喜市教育振興基本計画」、「久喜市立小・中学

校の適正規模・適正配置に関する基本方針」、「久喜市公共施設等総合管理計画」に掲げています、

学校教育施設についての方針等を踏まえ、本計画では、学校施設の目指すべき姿を次のとおり定め

ます。 

 

（削除）  

２－１ 上位・関連計画 

「久喜市総合振興計画」、「第 2期久喜市教育振興基本計画」、「久喜市立小・中学校の適正規模・

適正配置に関する基本方針」、「久喜市公共施設等総合管理計画」において、学校教育施設につい

て次のような方針等を掲げています。 

 

久喜市総合振興計画 平成 30(2018)年 3月 

基本構想：平成 25(2013)年度～令和 4(2022)年度 

後期基本計画：平成 30(2018)年度～令和 4(2022)年度 

【大綱４】 

「心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にするまち」 

４－２ 学校教育の充実 

【施策の内容】 

（１）学ぶ意欲と確かな学力を育む教育の充実 

（２）豊かな人間性を育む教育の充実 

（３）体力の向上と心身の健康づくりを図る教育の充実 

（４）学校における人権教育の充実 

（５）自立する力を育む教育の充実 

（６）安全教育の充実 

（７）教職員の資質・能力の向上 

（８）学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

（９）安全の確保 

（10）学校の適正規模・適正配置の推進 

（11）学校施設・設備の整備・充実 

（12）学校給食の充実 

 

第２期久喜市教育振興基本計画 平成 30(2018)年 3月 

平成 30(2018)年度～令和 4(2022)年度 

【基本理念】 

「未来をひらく 心豊かな久喜の人づくり」 

【基本方針】 

「「総合的な人間力」をもった次代を担う子どもたちの育成」 

「絆を深め、地域社会と連携した教育の推進」 

「郷土を愛し、生きがいのもてる生涯学習社会の実現」 

【基本目標】 

（１）人間形成の基礎を培う幼児教育の充実 

（２）「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実 

（３）信頼される学校づくりの推進 

（４）人権を尊重した教育の推進 

（５）豊かな生き方を築く生涯学習の推進 

（６）歴史・文化の継承と活用 

（７）生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実 
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久喜市公共施設等総合管理計画 

平成 28（2016）年 3月 

【アセットマネジメントの基本的な考え方】 

・公共施設のあり方や必要性について、人口減少・少子高齢化、厳しい財政状況、市民の 

利用状況・ニーズ等の面から総合的に評価を行い、適正な保有量を実現します。 

・公共建築物については、地区別の将来推計人口、市民アンケート調査の結果等を踏まえ、 

今後必要な施設機能を想定し、必要なサービス水準を確保しつつ施設の複合化・多機能化

を図り、整備や運営等の施設に係る全てのコストの削減を推進します。 

【削減目標】 

・公共建築物については、老朽化した建築物の廃止・重複する機能の統廃合・施設の長寿命 

化・民間活力の導入、インフラ資産については、適切な維持管理を行い施設の長寿命化を

推進することで、更新費用を 40年間で 20％削減することを目指します。 

【学校教育系施設の方針】 

・児童・生徒が減少している学校については、地域の実情に応じて、通学区の見直しや学校

の統廃合等について検討を進めます。 

・学校施設は、耐震化がされていることから、地域防災・コミュニティ拠点施設など、地域

の実情を考慮しながら、学校用途に限定しない有効活用を検討します。 

・老朽化が進んでいる学校施設については、更新を基本として整備を行いますが、コストの

平準化を図る必要がある場合は、施設の長寿命化も併せて検討します。 

久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針 

 平成 29（2017）年 1月 

【適正規模・適正配置の基本的な考え方】 

（１）多様な人間関係を育むための学習集団を構成できる規模であること。 

（２）クラブ活動や部活動等において多様な選択ができる規模であること。 

（３）一定の教員数の確保が可能な規模であること。 

（４）学校の配置に当たっては、児童生徒の通学距離を考慮すること。 

【適正規模・適正配置の基準】 

＜適正規模の基準＞ 

・小学校の望ましい規模：12学級から 18学級 

・中学校の望ましい規模：9学級から 18学級 

＜適正配置の基準＞ 

・小学校の通学距離 概ね片道 3ｋｍ以内 

・中学校の通学距離 概ね片道 5ｋｍ以内 

※ただし、学校統廃合等により基準とする通学距離を超える場合は、スクールバス等の通学

手段を検討する。 

 

【適正規模・適正配置の推進の方策】  

（１）通学区域の見直し 

（２）学校の統廃合 

（３）義務教育学校 

※学校統廃合を検討する際は、小中一貫教育を推進することも考慮し、保護者や地域の要望

なども踏まえながら、施設一体型の小中一貫教育学校として、義務教育学校を新設するこ

とも検討します。 
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・給食センターは、今後の児童・生徒数の見込みや給食の提供方法を検討した上で、今後の

施設整備を検討します。 

２－２ 学校施設の目指すべき姿 

本計画では、個別施設計画を踏まえ、学校施設の目指すべき姿を次のとおり定めます。 

P21 

 
（３）劣化状況の評価結果 

構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価結果は、以下に示すとおりで

す。 

なお、既に統合した江面第二小学校及び菖蒲南中学校、機能を廃止した菖蒲学校給食センター

及び鷲宮第 1・第 2 学校給食センターを構成する各棟に関しては、試算上の区分を「-」とした

うえで、後述する維持・更新コストの試算の対象から外すものとしています。 

（３）劣化状況の評価結果 

構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価結果は、以下に示すとおりで

す。 

なお、既に近年中に他校への統合の方針が定められている江面第二小学校及び菖蒲南中学校、

機能廃止を予定する菖蒲学校給食センター及び鷲宮第 1・第 2 学校給食センターを構成する各

棟に関しては、試算上の区分を「-」としたうえで、後述する維持・更新コストの試算の対象か

ら外すものとしています。 

P25 

 

なお、統合した江面第二小学校と菖蒲南中学校、既に機能を廃止した菖蒲学校給食センター、

鷲宮第 1・第 2学校給食センターを構成する各棟は、両試算の対象から除いています。 

 

（１）今後の維持・更新コスト（従来型） 

統合した江面第二小学校及び菖蒲南中学校と機能を廃止している菖蒲給食センター、鷲宮第 1・

第 2給食センターを除く、対象施設を全て維持し、築 50年目に更新することを前提に、文部科

学省の試算ソフトにより試算した場合、従来型の維持・更新コストは、今後 40年間で約 844億

円、年平均約 21.1億円と試算されます。 

なお、近年中の統合が予定されている江面第二小学校と菖蒲南中学校、既に機能廃止の方針

が決定している菖蒲学校給食センター、鷲宮第 1・第 2 学校給食センターを構成する各棟は、

両試算の対象から除いています。 

（１）今後の維持・更新コスト（従来型） 

統合の方針が決定している江面第二小学校及び菖蒲南中学校と機能廃止の方針が決定してい

る菖蒲給食センター、鷲宮第 1・第 2給食センターを除く、対象施設を全て維持し、築 50年目

に更新することを前提に、文部科学省の試算ソフトにより試算した場合、従来型の維持・更新

コストは、今後 40年間で約 844億円、年平均約 21.1億円と試算されます。 

P27 
（２）今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

統合した江面第二小学校及び菖蒲南中学校と機能を廃止している菖蒲給食センター、鷲宮第 1・

第 2給食センターを除く、対象施設全てに対して長寿命化改修を実施し、使用年数を築 80年ま

で延長することを前提に文部科学省の試算ソフトにより試算した場合、今後 40年間の維持・更

新コストは、総額で約 782億円、１年あたり約 20億円が必要になると試算されます。 

 

（２）今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

統合の方針が決定している江面第二小学校及び菖蒲南中学校と機能廃止の方針が決定してい

る菖蒲給食センター、鷲宮第 1・第 2給食センターを除く、対象施設全てに対して長寿命化改

修を実施し、使用年数を築 80 年まで延長することを前提に文部科学省の試算ソフトにより試

算した場合、今後 40年間の維持・更新コストは、総額で約 782億円、１年あたり約 20億円が

必要になると試算されます。 

P30 上記の考えに基づき、個別施設計画では、計画期間内における対象施設の適正配置の方向性を

下表のとおり定めるとともに、将来の児童生徒数の推移を踏まえつつ、必要に応じて小中学校の

統合等に関する検討を進めていきます。 

 

上記の考えに基づき、個別施設計画では、計画期間内における対象施設の適正配置の方向性

を下表のとおり定めており、特に計画期間第 1期（令和 3（2021）年度～令和 11（2029）年度）

においては、江面第一小学校及び江面第二小学校の統廃合と菖蒲中学校及び菖蒲南中学校の統廃

合を着実に推進するものとしています。 

あわせて、学校給食センターについては、令和 3（2021）年度に「（新）学校給食センター」の

供用を開始し、鷲宮第 1・第 2学校給食センター及び菖蒲学校給食センターを廃止します。 

また、他の小中学校に関しても、上記の考えに基づき、将来の児童生徒数の推移を踏まえつ

つ、必要に応じて統廃合に関する検討を進めていきます。 
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学校教育系施設 学校教育系施設

方向性 取組内容 方向性 取組内容 2021 2022 2023 2024 2025 後期 前期 後期

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
集約化 集約化

機

能
集約化 集約化

建

物
維持

建

物
維持

機

能
集約化 集約化

機

能
移転 集約化

建

物
譲渡 譲渡

建

物
検討 検討

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

表4-1　久喜市公共施設個別施設計画における学校施設の方向性　新旧対照表
【新】 【旧】

第１期計画

2021～2029

第２期
2030～2038 第３期

2039～2047

第４期

2048～2055

第２期計画
2030～2038

第３期計画

2039～2047

第４期計画

2048～2055
№ 施設名

将来

更新
№ 施設名

将来

更新

分

類

長期計画
第１期計画
2021～2029

分

類

長期計画

久喜小学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が15

学級で「久喜市立小・中学校の適正

規模・適正配置に関する基本方針

（以下、基本方針）」において適正

規模校に該当するため、機能を維持

し、必要に応じて施設を更新する。

2 太田小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が17学級で基本方針

において適正規模校に該当するため、機能を維持し、必

要に応じて施設を更新する。

2 太田小学校

1 久喜小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が15学級で「久喜市

立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方

針（以下、基本方針）」において適正規模校に該当す

るため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

1

○

令和8年度の通常学級見込数が17

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

第1期中に江面第二小学校と統合

し、「江面小学校」として再整備する。

4 江面第二小学校 □

第１期中に江面第一小学校と統合し、機能を移転・集

約する。

※R3.4.1に統合済み。令和4年度に売却済み。

4 江面第二小学校 □
第1期中に江面第一小学校と統合

し、機能を移転する。

3
江面第一小学校

（江面小学校）
□

第１期中に江面第二小学校と統合し、「江面小学校」

として再整備する。

※R3.4.1に統合済み。

3 江面第一小学校 □

7 青葉小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき、保護者等への意向調査を実施のうえ、そ

の結果を踏まえて統合等を検討する。

7 青葉小学校 □

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき、保護者

等への意向調査を実施のうえ、その結

果を踏まえて統廃合等を検討する。

清久小学校 □

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき保護者

等への意向調査を実施のうえ、その結

果を踏まえて統廃合等を検討する。

6 本町小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が１１学級で基本方

針において小規模校に該当するが、機能を維持し、必

要に応じて施設を更新する。ただし、近隣学校の状況に

よっては、保護者等への意向調査を実施のうえ、その結

果を踏まえて統合等も検討する。

6 本町小学校

5 清久小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき保護者等への意向調査を実施のうえ、そ

の結果を踏まえて統合等を検討する。

5

□

令和8年度の通常学級見込数が11

学級で基本方針において小規模校に

該当するが、機能を維持し、必要に応

じて施設を更新する。ただし、近隣学

校の状況によっては、保護者等への意

向調査を実施のうえ、その結果を踏ま

えて統廃合等も検討する。

久喜東小学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が12

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

10 久喜北小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき、保護者等への意向調査を実施のうえ、そ

の結果を踏まえて統合等を検討する。

10 久喜北小学校

9 久喜東小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

9

□

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき、保護者

等への意向調査を実施のうえ、その結

果を踏まえて統廃合等を検討する。

8 青毛小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が１０学級で基本方

針において小規模校に該当するが、機能を維持し、必

要に応じて施設を更新する。ただし、近隣学校の状況に

よっては、保護者等への意向調査を実施のうえ、その結

果を踏まえて統合等も検討する。

8 青毛小学校 □

令和8年度の通常学級見込数が10

学級で基本方針において小規模校に

該当するが、機能を維持し、必要に応

じて施設を更新する。ただし、近隣学

校の状況によっては、保護者等への意

向調査を実施のうえ、その結果を踏ま

えて統廃合等も検討する。

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき、保護者

等への意向調査を実施のうえ、その結

果を踏まえて統廃合等を検討する。

11 菖蒲小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき、保護者等への意向調査を実施のうえ、そ

の結果を踏まえて統合等を検討する。

11 菖蒲小学校 □

「久喜市立小・中学校の適

正規模・適正配置に関する

基本方針」に定めるところに

より、平成29（2017）年

5月に久喜市立小・中学校

学区等審議会に対し、学校

統合等の検討に関して諮問

している学校については、第

1期中に統合等を目指す。

また、令和8（2026）年

度までに通常学級見込数が

6学級となる学校については、

保護者等に意向調査を実

施のうえ、その結果を踏まえ

て統合等を検討する。

◎久喜市内全域の小学校

の目標数

現 在：23校

第1期：20校

第2期：17校

第3期：14校

第4期：14校

※うち1校は、第1期より義

務教育学校の新設につい

ても検討

「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本

方針」に定めるところにより、平成29（2017）年5月に久喜

市立小・中学校学区等審議会に対し、学校統廃合等の検討

に関して諮問している学校については、第1期中に統廃合を目

指す。

また、令和8（2026）年度までに通常学級見込数が6学級

となる学校については、保護者等に意向調査を実施のうえ、そ

の結果を踏まえて統廃合等を検討する。

◎久喜市内全域の小学校の目標数

現 在：23校

第1期：20校

第2期：17校

第3期：14校

第4期：14校

※うち1校は、第1期より義務教育学校の新設

についても検討
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方向性 取組内容 方向性 取組内容 2021 2022 2023 2024 2025 後期 前期 後期

機

能
検討 検討

機

能
検討 検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
検討 検討

機

能
検討 検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
集約化 集約化

機

能
検討 検討

建

物
検討 検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
集約化 集約化

機

能
検討 検討

建

物
検討 検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

12 小林小学校 □
令和７年度の通常学級見込数が５学級のため、第１

期中に統合等を検討し、近隣学校との統合を目指す。
12 小林小学校 □

令和7年度の通常学級見込数が5学

級のため、第1期中に統廃合等を検討

し、近隣学校との統合を目指す。

15 菖蒲東小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が８学級で基本方針

において小規模校に該当するが、機能を維持し、必要に

応じて施設を更新する。ただし、近隣学校の状況によっ

ては、保護者等への意向調査を実施のうえ、その結果を

踏まえて統合等も検討する。

15 菖蒲東小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が8学

級で基本方針において小規模校に該

当するが、機能を維持し、必要に応じ

て施設を更新する。ただし、近隣学校

の状況によっては、保護者等への意向

調査を実施のうえ、その結果を踏まえて

統廃合等も検討する。

三箇小学校 □

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき、保護者

等に意向調査を実施のうえ、その結果

を踏まえて統廃合等を検討する。

14 栢間小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級であるが、児

童数の減少や近隣学校の状況を踏まえ、第１期中に

統合等を検討し、近隣学校との統合を目指す。

14 栢間小学校

13 三箇小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき、保護者等に意向調査を実施のうえ、その

結果を踏まえて統合等を検討する。

13

□

令和8年度の通常学級見込数が6学

級であるが、児童数の減少や近隣学

校の状況を踏まえ、第１期中に統廃

合等を検討し、近隣学校との統合を

目指す。

栗橋西小学校 □

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき、保護者

等に意向調査を実施のうえ、その結果

を踏まえて統廃合等を検討する。

18 栗橋南小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

18 栗橋南小学校

17 栗橋西小学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき、保護者等に意向調査を実施のうえ、その

結果を踏まえて統合等を検討する。

17

○

令和8年度の通常学級見込数が12

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

16 栗橋小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１７学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

16 栗橋小学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が17

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

令和8年度の通常学級見込数が12

学級で適正規模校に該当するが、施

設の老朽化や近隣学校の状況を踏ま

え、第１期中に統廃合等を検討し、

近隣学校との統合を目指す。統合にあ

たっては、義務教育学校の新設につい

ても検討する。

20 桜田小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が２０学級で基本方

針において大規模校に該当するため、機能を維持し、必

要に応じて施設を更新する。

20 桜田小学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が20

学級で基本方針において大規模校に

該当するため、機能を維持し、必要に

応じて施設を更新する。

19 鷲宮小学校 □
第１期中に、上内小学校および鷲宮西中学校と統合

し、機能を移転・集約する。
19 鷲宮小学校 □

23 東鷲宮小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１７学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

23 東鷲宮小学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が17

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

上内小学校 □

令和4年度の通常学級見込数が4学

級のため、第1期中に統廃合等を検討

し、近隣学校との統合を目指す。統合

にあたっては、義務教育学校の新設に

ついても検討する。

22 砂原小学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１３学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

22 砂原小学校

21 上内小学校 □

第１期中に、鷲宮小学校および鷲宮西中学校と統合

し、機能を移転・集約する。

※R4.4.1から休校中。

21

○

令和8年度の通常学級見込数が13

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

№ 施設名
将来

更新

分

類

長期計画
第１期計画
2021～2029

第２期計画
2030～2038

第３期計画

2039～2047

第４期計画

2048～2055
№ 施設名

将来

更新

分

類

長期計画
第１期計画

2021～2029

第２期
2030～2038 第３期

2039～2047

第４期

2048～2055

【新】 【旧】

「久喜市立小・中学校の適

正規模・適正配置に関する

基本方針」に定めるところに

より、平成29（2017）年

5月に久喜市立小・中学校

学区等審議会に対し、学校

統合等の検討に関して諮問

している学校については、第

1期中に統合等を目指す。

また、令和8（2026）年

度までに通常学級見込数が

6学級となる学校については、

保護者等に意向調査を実

施のうえ、その結果を踏まえ

て統合等を検討する。

◎久喜市内全域の小学校

の目標数

現 在：23校

第1期：20校

第2期：17校

第3期：14校

第4期：14校

※うち1校は、第1期より義

務教育学校の新設につい

ても検討

「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本

方針」に定めるところにより、平成29（2017）年5月に久喜

市立小・中学校学区等審議会に対し、学校統廃合等の検討

に関して諮問している学校については、第1期中に統廃合を目

指す。

また、令和8（2026）年度までに通常学級見込数が6学級

となる学校については、保護者等に意向調査を実施のうえ、そ

の結果を踏まえて統廃合等を検討する。

◎久喜市内全域の小学校の目標数

現 在：23校

第1期：20校

第2期：17校

第3期：14校

第4期：14校

※うち1校は、第1期より義務教育学校の新設

についても検討
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方向性 取組内容 方向性 取組内容 2021 2022 2023 2024 2025 後期 前期 後期

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
集約化 集約化

機

能
集約化 集約化

建

物
維持

建

物
維持

機

能
集約化 集約化

機

能
移転 検討 集約化

建

物
譲渡 譲渡

建

物
検討 検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
検討

機

能
検討

建

物
検討

建

物
検討

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
維持

機

能
維持

建

物
維持

建

物
維持

機

能
集約化 集約化

機

能
検討 検討

建

物
転用 転用

建

物
維持

機

能
維持

建

物
維持

久喜南中学校 □

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき、保護者

等に意向調査を実施のうえ、その結果

を踏まえて統廃合等を検討する。

26 久喜東中学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が９学級で基本方針

において適正規模校に該当するため、機能を維持し、必

要に応じて施設を更新する。

26 久喜東中学校

25 久喜南中学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき、保護者等に意向調査を実施のうえ、その

結果を踏まえて統合等を検討する。

25

○

令和8年度の通常学級見込数が9学

級で基本方針において適正規模校に

該当するため、機能を維持し、必要に

応じて施設を更新する。

24 久喜中学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１３学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

24 久喜中学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が13

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

令和8年度の通常学級見込数が12

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

28 菖蒲中学校 〇

第１期中に菖蒲南中学校と統合し、統合による新たな

中学校として再整備する。

※R4.4.1に統合済み。

28 菖蒲中学校 〇

第1期中に菖蒲南中学校と統合し、

統合による新たな中学校として再整備

する。

27 太東中学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

27 太東中学校 ○

31 栗橋西中学校 □

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本

方針に基づき、保護者等に意向調査を実施のうえ、その

結果を踏まえて統合等を検討する。

31 栗橋西中学校 □

令和8年度の通常学級見込数が6学

級のため、基本方針に基づき、保護者

等に意向調査を実施のうえ、その結果

を踏まえて統廃合等を検討する。

第1期中に菖蒲中学校と統合し、機

能を移転する。

30 栗橋東中学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

30 栗橋東中学校

29 菖蒲南中学校 □

第１期中に菖蒲中学校と統合し、機能を移転・集約す

る。

※R4.4.1に統合済み。

29

○

令和8年度の通常学級見込数が12

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

34 鷲宮西中学校 □
第１期中に鷲宮小学校および上内小学校と統合し、

「義務教育学校」として再整備する。
34 鷲宮西中学校

33 鷲宮東中学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１６学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

33

32 鷲宮中学校 ○

令和８年度の通常学級見込数が１０学級で基本方

針において適正規模校に該当するため、機能を維持し、

必要に応じて施設を更新する。

32 鷲宮中学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が10

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

転用15
（仮称）鷲宮義務教育

学校
―

第１期中に鷲宮小学校、上内小学校、鷲宮西中学校

を統合し「義務教育学校」として、現鷲宮西中学校を転

用して整備する。

№ 施設名
将来

更新

分

類

長期計画
第１期計画
2021～2029

第２期計画
2030～2038

第３期計画

2039～2047

第４期計画

2048～2055
№ 施設名

将来

更新

鷲宮東中学校 ○

令和8年度の通常学級見込数が16

学級で基本方針において適正規模校

に該当するため、機能を維持し、必要

に応じて施設を更新する。

□

現在の通常学級数が6学級であるが、

保護者等への意向調査や近隣学校の

状況を踏まえ、第1期中に統廃合等を

検討し、近隣学校との統合を目指す。

統合にあたっては、統合による新校の

位置として、義務教育学校の新設につ

いても検討する。

菖蒲南中学校 □

【新】 【旧】

分

類

長期計画
第１期計画

2021～2029

第２期
2030～2038 第３期

2039～2047

第４期

2048～2055

「久喜市立小・中学校の適

正規模・適正配置に関する

基本方針」に定めるところによ

り、令和8（2026）年度ま

でに通常学級見込数が6学

級となる学校については、保

護者等に意向調査を実施の

うえ、その結果を踏まえて統

合等を検討する。

◎久喜市内全域の中学校の

目標数

現 在：11校

第1期：9校

第2期：8校

第3期：7校

第4期：7校

「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する

基本方針」に定めるところにより、令和8（2026）年度

までに通常学級見込数が6学級となる学校については、

保護者等に意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて

統廃合等を検討する。

◎久喜市内全域の中学校の目標数

現 在：11校

第1期：9校

第2期：8校

第3期：7校

第4期：7校

鷲宮西
中学校
を転用
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方向性 取組内容 方向性 取組内容 2021 2022 2023 2024 2025 後期 前期 後期

機

能
集約化 集約化

機

能
集約化 集約化

建

物
検討

建

物
検討

機

能
集約化 集約化

機

能
集約化 集約化

建

物
除却 除却

建

物
除却 除却

機

能
維持

機

能
維持

建

物
新築

建

物
新築

第1期中に新学校給食センターへ機能

移転・集約し、機能を廃止する。建物

及び跡地の活用方策を検討する。建物及び跡地活用方策の検討・検討結果に基づき対応 建物及び跡地活用方策の検討・検討結果に基づき対応

36
鷲宮第1・2学校給食セン

ター
×

第１期中に新学校給食センターへ機能を移転・集約

し、機能を廃止、建物は除却する。

※令和４年度に除却済み。

36
鷲宮第1・2学校給食セン

ター

35 菖蒲学校給食センター ×

第１期中に新学校給食センターへ機能を移転・集約

し、機能を廃止する。建物及び跡地の活用方策を検討

する。

※令和３年７月に機能を廃止済み。

35 菖蒲学校給食センター ×

×

第1期中に新学校給食センターへ機能

移転・集約し、機能を廃止、建物は除

却する。

既存の学校給食センター機能等を集

約し、市内全小・中学校の学校給食

を提供する施設として新規整備する。

新築新6 （新）学校給食センター ―

既存の学校給食センター機能等を集約し、市内全小・

中学校の学校給食を提供する施設として新規整備す

る。

※令和３年８月から稼働済み。

新築 新6 （新）学校給食センター ―

施設名
将来

更新

分

類

長期計画
第１期計画

2021～2029

第２期
2030～2038 第３期

2039～2047

第４期

2048～2055

【新】 【旧】

№ 施設名
将来

更新

分

類

長期計画
第１期計画
2021～2029

第２期計画
2030～2038

第３期計画

2039～2047

第４期計画

2048～2055
№
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

44 45 46 47 48 49 50 51 52 44 45 46 47 48 49 50 51 52

長寿命化改修 長寿命化改修

119,570 133,848

45 46 47 48 49 50 51 52 53

37 38 39 40 41 42 43 44 45

長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修

261,195 146,773 105,000
50 51 52 53 54 55 56 57 58

長寿命化改修 長寿命化改修

320,000 175,000

36 37 38 39 40 41 42 43 44 36 37 38 39 40 41 42 43 44

長寿命化改修 長寿命化改修

141,097 145,000

38 39 40 41 42 43 44 45 46 38 39 40 41 42 43 44 45 46

長寿命化改修 長寿命化改修

253,649 302,511

51 52 53 54 55 56 57 58 59

45 46 47 48 49 50 51 52 53

長寿命化改修 長寿命化改修

320,000 175,000
39 40 41 42 43 44 45 46 47

長寿命化改修 長寿命化改修

316,602 171,749
1 2 3 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

624,644 624,644 624,644 624,644 624,644 624,644 624,644 624,644 624,644 624,644 624,644 624,644

16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24

47 48 49 50 51 52 53 54 55 47 48 49 50 51 52 53 54 55

除却 除却

34,671 20,400

38 39 40 41 42 43 44 45 46 38 39 40 41 42 43 44 45 46

除却 除却

43,594 37,600

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

新築 新築

645,058 674,589

（新）学校給食センター 2021 新築2021 新築

36-2

鷲宮第1・2学校給食セ

ンター（鷲宮第２学校

給食センター）

1974 集約化・除却

新6

36-2

鷲宮第1・2学校給食セ

ンター（鷲宮第２学校

給食センター）

1983 集約化・除却

新6 （新）学校給食センター

1983 集約化・除却

36-1

鷲宮第1・2学校給食セ

ンター（鷲宮第１学校

給食センター）

1974 集約化・除却

35-1 菖蒲学校給食センター

検討

36-1

鷲宮第1・2学校給食セ

ンター（鷲宮第１学校

給食センター）

-

上記10校を除く小中学

校

計　25校

35-1 菖蒲学校給食センター 2005 集約化・検討
機能移転後の建物及び跡地活用方策の検討・検討結果に基づき対応 機能移転後の建物及び跡地活用方策の検討・検討結果に基づき対応

2005 集約化・検討

― 検討 統廃合等の状況を踏まえて随時検討（下記に示す金額を年間事業費の目安とする）

2025 新築

-
上記3校を除く小中学校

計　31校
統合等の状況を踏まえて随時検討（下記に示す金額を年間事業費の目安とする）―

33 鷲宮東中学校 1982 維持

転用15
（仮称）鷲宮義務教育

学校
新築

2,000,000

31 栗橋西中学校 1976 維持

譲渡
29 菖蒲南中学校 1972 譲渡

28 菖蒲中学校

1985 維持

28 菖蒲中学校 1983 集約化・維持1983 集約化・維持

27 太東中学校 1985 維持27 太東中学校

20 桜田小学校 1971 維持

16 栗橋小学校 1984 維持

3 江面第一小学校 1977 集約化・維持

譲渡
1978 譲渡

3
江面第一小学校（江面

小学校）

№ 施設名称（棟名称） 建築年 第1期の方向性

4 江面第二小学校

1977 集約化・維持

表6-1　計画期間における長寿命化の実施計画　新旧対照表

【新】 【旧】

行政系施設

第1期の方向性

上段：建築からの経過年　　中段：対策内容　　下段：対策費用（千円）

№ 施設名称（棟名称） 建築年

上段：建築からの経過年　　中段：対策内容　　下段：対策費用（千円）
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久
喜
市
い
じ
め
の
防
止
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
の
改
訂
に
伴
う
新
旧
対
照
表

 

修
正
等
箇
所

 
改
訂
後
の
方
針
（
新
）

 
現
行
方
針
（
旧
）

 

P
.
1 

は
じ
め
に

 

●
内
容
の
一
部
追
記

 

 
昨
今
、
い
じ
め
問
題
は
社
会
全
体
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
市

に
お
い
て
も
、
重
大
事
態
と
な
る
事
案
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
、
い

じ
め
の
積
極
的
な
認
知
、
早
期
発
見
早
期
対
応
、
継
続
的
な
見
守
り
等
の
基

本
的
な
取
組
を
一
層
徹
底
し
、
全
て
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
安
全
安
心
な

学
び
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

 

 

P
.
3 

第
２

 

１
（
３
）
ア
（
イ
）

 

●
内
容
の
一
部
修
正

 

（
イ
）
い
じ
め
問
題
に
対
す
る
小
・
中
学
校
教
育
相
談
体
制
の
充
実

 

①
 
児
童
生
徒
や
保
護
者
へ
の
教
育
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、

小
・
中
学
校
教
育
相
談
員
の
適
正
な
配
置
を
行
う
。

 

②
 
小
・
中
学
校
教
育
相
談
員
の
活
用
を
図
り
、
い
じ
め
の
背
景
に
あ
る

家
庭
環
境
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と
の
連
携
や
教
育
相
談
な

ど
を
実
施
し
、
問
題
解
決
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。

 

（
イ
）
い
じ
め
問
題
に
対
す
る
小
・
中
学
校
教
育
相
談
員
等
の
活
動
の
充
実

 

 
①
 
児
童
生
徒
や
保
護
者
へ
の
教
育
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
。

 

②
 
小
・
中
学
校
教
育
相
談
員
の
活
用
を
図
り
、
い
じ
め
の
背
景
に
あ
る

家
庭
環
境
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と
の
連
携
や
家
庭
訪
問
な

ど
を
実
施
し
、
問
題
解
決
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。

 

P
.
3 

第
２

 

１
（
３
）
ア
（
ウ
）

 

●
内
容
の
一
部
修
正

 

（
ウ
）
い
じ
め
の
未
然
防
止
の
た
め
の
道
徳
教
育
の
充
実

 

 
 
久
喜
市
版
道
徳
教
育
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
た
、
い
じ
め
の
未
然
防

止
も
含
め
た
道
徳
教
育
の
充
実
や
授
業
改
善
を
推
進
す
る
。

 

（
ウ
）
い
じ
め
の
未
然
防
止
の
た
め
の
道
徳
教
育
の
充
実

 

 
 
久
喜
市
道
徳
教
育
研
究
部
会
に
お
い
て
、
い
じ
め
の
未
然
防
止
も
含
め

た
道
徳
教
育
に
つ
い
て
の
研
究
を
推
進
す
る
。

 

P
.
4 

第
２

 

１
（
３
）
ア
（
オ
）

 

●
内
容
の
一
部
修
正

 

（
オ
）
児
童
生
徒
に
よ
る
い
じ
め
の
防
止
等
に
係
る
自
発
的
な
活
動
や
主
体

的
な
活
動
の
支
援

 

 
 
児
童
生
徒
に
よ
る
い
じ
め
防
止
等
に
係
る
自
発
的
な
活
動
や
主
体
的
な

活
動
の
事
例
を
収
集
し
、
各
学
校
に
情
報
提
供
を
行
う
。

 

（
オ
）
児
童
生
徒
に
よ
る
い
じ
め
の
防
止
等
に
係
る
自
発
的
な
活
動
や
主
体

的
な
活
動
の
支
援

 

 
 
児
童
生
徒
に
よ
る
い
じ
め
防
止
活
動
の
成
果
を
各
学
校
に
紹
介
し
、
情

報
提
供
を
行
う
。
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P
.
4 

第
２

 

１
（
３
）
ア
（
カ
）

 

●
内
容
の
一
部
修
正

 

追
記
 

（
カ
）
ネ
ッ
ト
い
じ
め
へ
の
対
応
の
推
進

 

 
①
 
「
久
喜
市
版
３
つ
の
ス
マ
ホ
ル
ー
ル
」
等
を
活
用
し
、
適
切
な
ネ
ッ

ト
利
用
を
啓
発
す
る
。

 

 
②
 
各
校
で
発
生
し
た

S
NS
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
調
査
・
分
析
を
行
い
、

再
発
防
止
の
た
め
、
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
む
指
導
資
料
を
提
供
す

る
。

 

（
カ
）
ネ
ッ
ト
い
じ
め
へ
の
対
応
の
推
進

 

 
 
「
子
ど
も
た
ち
が
ス
マ
ホ
・
ケ
ー
タ
イ
を
上
手
に
使
う
久
喜
市
の
ル
ー

ル
」
等
を
活
用
し
、
適
切
な
ネ
ッ
ト
利
用
を
啓
発
す
る
。

 

P
.
4 

第
２

 

１
（
３
）
ア
（
キ
）

 

●
内
容
の
追
記

 

（
キ
）
各
学
校
の
い
じ
め
の
状
況
把
握
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築

 

子
ど
も
の
微
細
な

S
OS
を
早
期
に
発
見
し
、
個
に
応
じ
た
適
切
な
指

導
・
支
援
に
生
か
す
と
と
も
に
、
効
率
的
に
情
報
共
有
し
、
早
期
に
チ
ー

ム
で
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
い
じ
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
含
む
各

種
調
査
の
結
果
等
を
分
析
・
表
示
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

 

 
 

P
.
4 

第
２

 

１
（
３
）
ア
（
ク
）

 

●
内
容
の
追
記

 

（
ク
）
深
刻
な
い
じ
め
事
案
解
決
の
た
め
の
支
援

 

学
校
が
抱
え
る
深
刻
な
い
じ
め
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
学
校
か
ら
の

要
請
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
教
育
委
員
会
指
導
主
事
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
心
理
専
門
員
等
を
派
遣

し
、
学
校
を
支
援
す
る
。

 

 
 

P
.
4 

第
２

 

１
（
３
）
イ

 

●
内
容
の
統
合

 

イ
 
相
談
体
制
の
充
実

 

（
ア
）
保
護
者
・
児
童
生
徒
向
け
の
相
談
窓
口
の
開
設
及
び
周
知

 

（
イ
）
小
・
中
学
校
教
育
相
談
員
の
対
応
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
の

充
実

 

イ
 
相
談
体
制
の
充
実

 

（
ア
）
児
童
生
徒
を
対
象
と
す
る
電
話
等
に
よ
る
相
談
の
充
実

 

（
イ
）
小
・
中
学
校
教
育
相
談
員
の
対
応
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
の

充
実

 

（
ウ
）
保
護
者
・
生
徒
向
け
の
相
談
窓
口
一
覧
の
継
続
的
な
作
成
・
配
布

 

- 16 -



P
.
4 

第
２

 

１
（
３
）
ウ
（
ア
）

 

●
内
容
の
一
部
修
正

 

ウ
 
家
庭
・
地
域
・
関
係
機
関
と
の
連
携
の
充
実

 

（
ア
）
関
係
機
関
等
と
の
更
な
る
連
携
の
推
進

 

 
①
 
久
喜
市
生
徒
指
導
推
進
委
員
会
や
青
少
年
問
題
協
議
会
等
を
通
し

て
、
各
主
体
が
保
有
す
る
情
報
を
共
有
す
る
。

 

 
②
 
教
育
委
員
会
、
校
長
会
、

P
TA
連
合
会
が
連
携
し
作
成
し
た
「
久
喜

市
版
３
つ
の
ス
マ
ホ
ル
ー
ル
」
を
、
学
校
、
児
童
生
徒
、
家
庭
へ
周
知

す
る
。

 

ウ
 
家
庭
・
地
域
・
関
係
機
関
と
の
連
携
の
充
実

 

（
ア
）
関
係
機
関
等
と
の
更
な
る
連
携
の
推
進

 

 
①
 
久
喜
市
生
徒
指
導
推
進
委
員
会
や
青
少
年
問
題
協
議
会
等
の
活
動
を

通
し
て
、
学
校
や
地
域
が
持
つ
情
報
を
互
い
に
共
有
す
る
。

 

 
②
 
教
育
委
員
会
、
校
長
会
、

P
TA
連
合
会
が
連
携
し
、
「
子
ど
も
た
ち

が
ス
マ
ホ
・
ケ
ー
タ
イ
を
上
手
に
使
う
久
喜
市
の
ル
ー
ル
」
を
、
学

校
、
児
童
生
徒
、
家
庭
へ
周
知
す
る
。

 

P
.
4 

第
２

 

１
（
３
）
エ

 

●
内
容
の
一
部
削
除

 

エ
 
い
じ
め
を
許
さ
な
い
気
運
の
醸
成

 

（
ア
）
「
埼
玉
県
い
じ
め
撲
滅
強
化
月
間
（
１
１
月
）
」
の
期
間
に
お
け
る

市
の
取
組

 

 
 
「
生
徒
指
導
く
き
特
別
号
」
を
発
行
し
、
い
じ
め
撲
滅
に
つ
い
て
の
呼

び
掛
け
及
び
相
談
窓
口
の
広
報
を
行
う
。

 

エ
 
い
じ
め
を
許
さ
な
い
気
運
の
醸
成

 

（
ア
）
「
埼
玉
県
い
じ
め
撲
滅
強
化
月
間
（
１
１
月
）
」
の
期
間
に
お
け
る

市
の
取
組

 

 
 
「
生
徒
指
導
く
き
特
別
号
」
を
発
行
し
、
第
２
回
中
学
生
サ
ミ
ッ
ト

（
平
成
２
５
年
８
月
開
催
）
で
の
共
同
宣
言
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
い

じ
め
撲
滅
に
つ
い
て
の
呼
び
掛
け
及
び
相
談
窓
口
の
広
報
を
行
う
。

 

P
.
6 

第
２

 

２
（
２
）
後
半

 

●
内
容
の
修
正

 

 
学
校
は
、
こ
の
組
織
が
行
う
個
々
の
問
題
に
係
る
背
景
分
析
や
指
導
支
援

に
あ
た
り
、
必
要
に
応
じ
教
育
委
員
会
指
導
主
事
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
心
理
専
門
員
等
に
支
援
を
依
頼

し
、
い
じ
め
問
題
等
の
早
期
対
応
・
早
期
解
決
の
た
め
組
織
に
加
え
る
。

 

 
ま
た
、
学
校
は
必
要
に
応
じ
教
育
委
員
会
指
導
主
事
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
に
依
頼
し
、
個
々
の
問
題
に

係
る
背
景
分
析
等
を
行
い
、
情
報
を
共
有
し
て
支
援
計
画
を
策
定
し
た
上
、

各
機
関
等
が
役
割
に
基
づ
い
て
専
門
的
な
支
援
を
行
い
、
い
じ
め
問
題
等
の

早
期
対
応
、
早
期
解
決
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

 

P
.
6 

第
２

 

２
（
３
）
ア
前
段

 

●
内
容
の
一
部
修
正

 

 
学
校
は
、
教
育
委
員
会
と
連
携
し
な
が
ら
、
い
じ
め
の
防
止
や
早
期
発

見
、
い
じ
め
が
発
生
し
た
際
の
対
処
等
に
当
た
る
。

 

 
教
育
委
員
会
及
び
学
校
は
、
連
携
し
て
、
い
じ
め
の
防
止
や
早
期
発
見
、

い
じ
め
が
発
生
し
た
際
の
対
処
等
に
当
た
る
。
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P
.
6 

第
２

 

２
（
３
）
ア

 

●
内
容
の
整
理

 

ア
 
い
じ
め
の
未
然
防
止

 

（
ア
）
発
達
指
示
的
生
徒
指
導

 

い
じ
め
防
止
に
取
り
組
む
基
本
姿
勢
は
、
児
童
の
権
利
擁
護
の
視
点
を

も
と
に
、
人
権
尊
重
の
精
神
を
貫
い
た
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
あ

る
。
児
童
生
徒
が
人
権
意
識
を
高
め
、
共
生
的
な
社
会
の
一
員
と
し
て
市

民
性
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒

一
人
ひ
と
り
の
自
己
指
導
能
力
や
問
題
解
決
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
働
き
か
け
を
、
全
て
の
教
育
活
動
を
通
じ
て
行
う
。

 

①
 
「
多
様
性
に
配
慮
し
、
均
質
化
の
み
に
走
ら
な
い
」
学
級
づ
く
り

 

②
 
児
童
生
徒
の
間
で
人
間
関
係
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
対
等

で
自
由
な
人
間
関
係
構
築
の
支
援

 

③
 
「
ど
う
せ
自
分
な
ん
て
」
と
思
わ
な
い
自
己
信
頼
感
や
自
己
指
導

能
力
の
醸
成

 

④
 
「
困
っ
た
、
助
け
て
」
と
言
え
る
適
切
な
援
助
希
求
が
実
現
す
る

教
育
環
境
の
整
備

 

⑤
 
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
よ
る
、
児
童
生
徒
の
問
題

解
決
能
力
の
育
成

 

（
イ
）
課
題
未
然
防
止
教
育

 

い
じ
め
の
未
然
防
止
教
育
に
お
い
て
、
全
て
の
児
童
生
徒
に
「
い
じ
め

を
し
な
い
」
態
度
や
力
を
育
成
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
各
教
科

で
の
学
習
、
道
徳
や
特
別
活
動
、
外
見
学
習
な
ど
、
日
常
の
様
々
な
教
育

活
動
を
通
じ
て
、
継
続
的
な
働
き
か
け
を
行
う
。

 

ア
 
い
じ
め
の
防
止

 

い
じ
め
は
ど
の
子
に
も
起
こ
り
う
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
、
全
て
の
児

童
生
徒
を
対
象
に
、
い
じ
め
の
未
然
防
止
に
取
り
組
む
。

 

未
然
防
止
の
基
本
と
し
て
、
児
童
生
徒
の
心
が
通
じ
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
育
み
、
規
律
正
し
い
態
度
で
授
業
や
行
事
に
主
体
的
に
参

加
・
活
躍
で
き
る
よ
う
な
授
業
づ
く
り
や
集
団
作
り
を
行
う
。

 

ま
た
、
集
団
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
や
自
信
を
育
む
こ
と
に
よ
り
、
い
た

ず
ら
に
ス
ト
レ
ス
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
互
い
を
認
め
合
え
る
人
間
関

係
・
学
校
風
土
を
つ
く
る
。

 

更
に
、
教
職
員
の
言
動
が
、
児
童
生
徒
を
傷
つ
け
た
り
、
他
の
児
童
生
徒

に
よ
る
い
じ
め
を
助
長
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
指
導
の
在
り
方
に

細
心
の
注
意
を
払
う
。

 

（
ア
）
教
職
員
の
言
動
・
姿
勢

 

「
い
じ
め
の
予
防
」
と
し
て
最
も
大
事
な
こ
と
は
「
何
も
起
こ
っ
て
い

な
い
と
き
の
指
導
の
大
切
さ
」
で
あ
る
。
い
じ
め
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
や

い
じ
め
が
起
き
た
と
し
て
も
早
期
に
解
決
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
教
職
員
一
人
一
人
が
普
段
の
指
導
に
つ
い
て
謙
虚
に
振
り
返
る
。

 

ま
た
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
児
童
生
徒
の
立
場
で
指
導
・
支
援
を
行
う

た
め
に
は
、

 

①
 
児
童
生
徒
の
悩
み
を
親
身
に
な
っ
て
受
け
止
め
、
児
童
生
徒
の
出

す
サ
イ
ン
を
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
把
握
し
見
逃
さ
な
い
。

 

②
 
自
分
の
学
級
や
学
校
に
も
深
刻
な
い
じ
め
問
題
が
発
生
し
う
る
と

い
う
危
機
意
識
を
持
っ
て
当
た
る
。
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①
 
い
じ
め
る
側
の
心
理
状
態
を
考
え
さ
せ
、
自
己
理
解
や
他
者
理
解

を
促
進
す
る
こ
と

 

②
 
い
じ
め
の
構
造
（
被
害
者
・
加
害
者
・
観
衆
・
傍
観
者
）
か
ら
考

え
さ
せ
、
学
級
・
学
校
全
体
に
い
じ
め
を
許
容
し
な
い
雰
囲
気
を
浸

透
さ
せ
る
こ
と

 

③
 
い
じ
め
を
法
律
的
な
視
点
か
ら
考
え
さ
せ
、
い
じ
め
は
人
権
侵
害

行
為
で
あ
り
犯
罪
行
為
に
も
な
る
と
い
う
共
通
認
識
を
も
た
せ
る
こ

と
 

③
 
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
児
童
生
徒
を
守
り
通
す
こ
と
を
最
優
先
に
指

導
・
支
援
す
る
。

 

④
 
教
職
員
は
、
日
常
の
教
育
活
動
を
通
し
て
常
に
児
童
生
徒
と
の
信

頼
関
係
の
醸
成
に
努
め
る
。

 

こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
対
応
に
当
た
る
。

 

（
イ
）
学
級
づ
く
り

 

児
童
生
徒
は
学
校
生
活
の
大
半
を
学
級
で
過
ご
す
た
め
、
い
じ
め
の
発

生
を
防
止
す
る
に
は
、
学
級
づ
く
り
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

 

①
 
児
童
生
徒
が
安
心
し
て
学
校
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配

慮
す
る
。

 

・
児
童
生
徒
の
気
持
ち
を
共
感
的
に
受
け
止
め
る
。
（
「
先
生
は
自

分
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
く
れ
て
い
る
。
」
）

 

・
居
場
所
を
つ
く
る
。

 

・
見
守
る
。
（
「
い
つ
も
ど
こ
か
で
先
生
は
見
守
っ
て
い
る
。
」
）

 

・
基
準
を
示
す
。
（
「
…
…
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
だ
け
で
は
な

く
、
「
こ
ん
な
と
き
に
は
こ
う
す
る
と
い
い
よ
。
」
）

 

②
 
意
欲
や
元
気
の
源
に
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
た
く
さ
ん
与
え
る
。

 

・
分
か
る
楽
し
さ
を
与
え
る
。
（
「
分
か
っ
た
。
」
と
思
え
た
と

き
、
「
も
っ
と
分
か
り
た
い
。
」
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
わ
い
て

く
る
。
）

 

・
自
分
の
よ
さ
や
自
分
と
の
違
い
の
よ
さ
を
認
め
る
。
（
「
こ
れ
ま

で
気
が
付
か
な
か
っ
た
自
分
や
級
友
の
よ
さ
を
先
生
が
教
え
て
く

れ
た
。
」
）
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③
 
児
童
生
徒
が
自
分
の
周
り
に
起
こ
る
様
々
な
問
題
を
解
決
し
な
が

ら
、
他
者
と
調
和
的
に
生
き
て
い
く
た
め
の
社
会
的
能
力
を
育
て

る
。

 

な
ど
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
た
学
級
づ
く
り
に
学
校
を
あ
げ
て
取
り
組

む
。

 

（
ウ
）
学
習
指
導

 

学
業
不
振
や
そ
の
心
配
の
あ
る
児
童
生
徒
は
、
学
校
生
活
に
主
体
的
に

取
り
組
む
意
欲
を
失
い
が
ち
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
い
じ
め
等
の
問
題
行

動
を
生
む
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

 

逆
に
、
児
童
生
徒
が
学
習
活
動
の
中
で
学
ぶ
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
れ
が
学
ぶ
意
欲
に
つ
な
が
り
、
学
習
活
動
の
中
で
進
ん
で
課

題
を
見
つ
け
た
り
、
主
体
的
に
考
え
た
り
、
判
断
し
た
り
、
表
現
し
た
り

し
て
解
決
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
豊
か
な
心
や
た
く
ま
し
く
生
き
る
力
を

身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

つ
ま
り
、
「
学
ぶ
喜
び
を
味
わ
わ
せ
る
授
業
」
を
す
る
こ
と
が
、
い
じ

め
を
予
防
す
る
手
立
て
の
一
つ
と
な
る
こ
と
を
学
校
全
体
で
認
識
し
、
授

業
改
善
に
当
た
る
。
授
業
改
善
に
当
た
っ
て
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
や
特
別
支
援
教
育
の
視
点
も
積
極
的
に
加
味
し
て
い
く
。
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P
.
6～

7 

第
２

 

２
（
３
）
イ

 

●
内
容
の
整
理

 

イ
 
早
期
発
見
（
課
題
早
期
発
見
対
応
）

 

（
ア
）
い
じ
め
に
気
付
く
た
め
の
組
織
的
な
取
組

 

い
じ
め
は
大
人
の
目
に
つ
き
に
く
い
時
間
や
場
所
で
行
わ
れ
た
り
、
遊

び
や
ふ
ざ
け
合
い
を
装
っ
て
行
わ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
大
人
が
気
づ
き
に

く
く
判
断
し
に
く
い
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
外
か
ら
見
え

に
く
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
た
心
理
的
な
い
じ
め
も
多
く
、
同

じ
学
級
に
加
害
者
と
被
害
者
が
同
居
し
た
り
、
加
害
と
被
害
の
関
係
が
入

れ
替
わ
っ
た
り
す
る
点
も
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
教
職
員
は
認
識

し
、
被
害
を
訴
え
る
児
童
生
徒
の

S
OS
を
機
敏
に
捉
え
る
た
め
の
方
策
を

講
じ
る
。

 

①
 
児
童
生
徒
の
表
情
や
、
学
級
の
雰
囲
気
の
変
化
や
違
和
感
等
と
し

て
表
れ
る
い
じ
め
の
兆
候
を
見
逃
さ
ず
、
い
じ
め
で
は
な
い
か
と
の

疑
い
を
持
っ
て
対
応
に
当
た
る
こ
と

 

②
 
定
期
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
様
子
を
つ
か

む
こ
と

 

③
 
教
育
相
談
等
の
実
施
に
よ
る
、
児
童
生
徒
や
保
護
者
が
い
じ
め
を

訴
え
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
こ
と

 

（
イ
）
い
じ
め
の
疑
い
が
あ
る
場
合
の
初
動

 

法
に
基
づ
き
、
学
校
の
教
職
員
が
い
じ
め
を
発
見
し
、
又
は
相
談
を
受

け
た
場
合
に
は
速
や
か
に
、
学
校
い
じ
め
対
策
組
織
に
対
し
当
該
い
じ
め

に
係
る
情
報
を
報
告
し
、
学
校
の
組
織
的
な
対
応
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
学
校
の
特
定
の
教
職
員
が
、
い
じ
め
に
係
る
情
報
を
抱
え
込

イ
  
早
期
発
見

 

 
い
じ
め
は
大
人
の
目
に
付
き
に
く
い
時
間
や
場
所
で
行
わ
れ
た
り
、
遊
び

や
ふ
ざ
け
あ
い
を
装
っ
て
行
わ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
大
人
が
気
付
き
に
く
く

判
断
し
に
く
い
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
教
職
員
は
認
識
し
、
さ

さ
い
な
兆
候
で
あ
っ
て
も
、
い
じ
め
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
も
っ
て
、
早

い
段
階
か
ら
的
確
に
関
わ
り
を
も
ち
、
い
じ
め
を
隠
し
た
り
軽
視
し
た
り
す

る
こ
と
な
く
、
い
じ
め
を
積
極
的
に
認
知
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 

こ
の
た
め
、
日
頃
か
ら
児
童
生
徒
の
見
守
り
や
信
頼
関
係
の
構
築
等
に
努

め
、
児
童
生
徒
が
示
す
変
化
や
危
険
信
号
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
ア
ン
テ
ナ
を

高
く
保
つ
。
併
せ
て
、
学
校
は
定
期
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
教
育
相
談
の

実
施
等
に
よ
り
、
児
童
生
徒
が
い
じ
め
を
訴
え
や
す
い
体
制
を
整
え
、
い
じ

め
の
実
態
把
握
に
取
り
組
む
。

 

ま
た
、
児
童
生
徒
に
対
し
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誰
か
に
相
談
す

る
こ
と
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
十
分
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
も

重
要
で
あ
る
。

 

ま
た
、
例
え
ば
好
意
か
ら
行
っ
た
行
為
が
意
図
せ
ず
に
相
手
側
の
児
童
生

徒
に
心
身
の
苦
痛
を
感
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
、
軽
い
言
葉
で
相

手
を
傷
つ
け
た
が
、
す
ぐ
に
加
害
者
が
謝
罪
し
、
教
員
の
指
導
に
よ
ら
ず
し

て
良
好
な
関
係
を
再
び
築
く
こ
と
が
で
き
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、
学
校

は
、
「
い
じ
め
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
指
導
す
る
な
ど
、
柔
軟
な
対
応
に

よ
る
対
処
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
が

定
義
す
る
い
じ
め
に
該
当
す
る
た
め
、
事
案
を
法
第

 
2
2 
条
の
学
校
に
お
け
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み
、
速
や
か
に
組
織
に
報
告
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
に
違
反
す
る
だ

け
で
な
く
、
事
態
の
深
刻
化
を
招
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。

 

学
校
い
じ
め
対
策
組
織
が
い
じ
め
の
可
能
性
を
掴
ん
だ
ら
、
速
や
か
に

組
織
で
い
じ
め
の
事
実
の
有
無
を
確
認
す
る
。
い
じ
め
の
認
知
に
つ
い
て

は
、
判
断
の
際
に
は
被
害
児
童
生
徒
が
感
じ
る
被
害
性
に
着
目
し
、
た
と

え
け
ん
か
や
ふ
ざ
け
合
い
で
あ
っ
て
も
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
被
害
が
発

生
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
丁
寧
な
調
査
の
上
い
じ
め
に
あ
た

る
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
組
織
で
該
当
行
為
を
い
じ
め
と
認

知
し
た
場
合
、
速
や
か
に
市
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
。
ま
た
、
い
じ
め

に
係
る
情
報
を
適
切
に
記
録
・
保
存
を
行
う
。

 

る
維
持
の
防
止
等
の
対
策
の
た
め
の
組
織
へ
情
報
共
有
す
る
こ
と
は
必
要
と

な
る
。
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P
.
7～

8 

第
２

 

２
（
３
）
ウ

 

●
内
容
の
整
理

 

ウ
 
い
じ
め
に
関
す
る
措
置

 

 
組
織
と
し
て
い
じ
め
を
認
知
し
た
ら
、
教
職
員
全
員
の
共
通
理
解
、
保
護

者
の
協
力
、
関
係
機
関
・
専
門
機
関
と
の
連
携
の
も
と
で
、
速
や
か
に
組
織

と
し
て
の
対
応
を
適
正
に
進
め
て
い
く
。

 

（
ア
）
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
児
童
生
徒
の
理
解
と
、
傷
つ
い
た
心
の
ケ
ア

 

い
じ
め
を
把
握
し
た
ら
、
ま
ず
何
よ
り
も
被
害
者
保
護
を
最
優
先
に
対

応
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
不
登
校
や
自
他
を
傷
つ
け
る
等
の
二
次
的

な
問
題
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
児
童
生
徒
の
心
情
を
理
解
し
、
一

緒
に
解
決
を
志
向
す
る
と
と
も
に
、
傷
つ
い
た
心
の
ケ
ア
を
行
う
。

 

（
イ
）
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
の
確
認

 

安
全
な
居
場
所
の
確
保
、
加
害
児
童
生
徒
や
学
級
全
体
の
指
導
に
関
す

る
具
体
的
支
援
策
を
提
示
し
、
本
人
や
保
護
者
に
選
択
さ
せ
な
が
ら
い
じ

め
問
題
解
決
の
た
め
の
対
応
支
援
の
方
向
を
決
定
す
る
。

 

た
だ
し
、
被
害
者
・
被
害
者
保
護
者
の
要
求
に
対
す
る
対
処
の
み
に
注

力
す
る
の
で
は
な
く
、
加
害
者
と
被
害
者
の
関
係
修
復
を
視
点
に
置
き
な

が
ら
対
応
支
援
に
あ
た
る
。

 

（
ウ
）
い
じ
め
加
害
者
と
被
害
者
の
関
係
修
復

 

被
害
者
保
護
者
は
も
ち
ろ
ん
、
加
害
者
保
護
者
に
も
適
切
な
情
報
提
供

に
よ
る
、
い
じ
め
問
題
解
決
に
向
け
た
協
力
の
要
請
が
必
要
と
な
る
。
加

害
児
童
生
徒
に
対
し
て
は
、
行
っ
た
こ
と
を
振
り
返
ら
せ
、
い
じ
め
は
絶

対
に
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
後
、
被
害
者
と
の
関
係

修
復
に
向
け
て
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
働
き
か
け
る
。

 

ウ
 
い
じ
め
に
対
す
る
措
置
 

法
第
２
３
条
第
１
項
は
、
「
学
校
の
教
職
員
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
そ

の
他
の
児
童
生
徒
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
も
の
及
び
保
護
者
は
、
児
童
生

徒
等
か
ら
い
じ
め
に
係
る
相
談
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
い
じ
め
の
事
実

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
い
じ
め
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
生
徒
等

が
在
籍
す
る
学
校
へ
の
通
報
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す

る
。
」
と
し
て
お
り
、
学
校
の
教
職
員
が
い
じ
め
を
発
見
し
、
又
は
相
談
を

受
け
た
場
合
に
は
速
や
か
に
、
学
校
い
じ
め
対
策
組
織
に
対
し
当
該
い
じ
め

に
係
る
情
報
を
報
告
し
、
学
校
の
組
織
的
な
対
応
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
学
校
の
特
定
の
教
職
員
が
、
い
じ
め
に
係
る
情
報
を
抱

え
込
み
、
学
校
い
じ
め
対
策
組
織
に
報
告
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
同
校
の
規

定
に
違
反
し
得
る
。

 

ま
た
、
各
教
職
員
は
、
学
校
の
定
め
た
方
針
に
沿
っ
て
、
い
じ
め
に
係
る

情
報
を
適
切
に
記
録
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

 

学
校
い
じ
め
対
策
組
織
に
お
い
て
情
報
共
有
を
行
っ
た
後
は
、
事
実
関
係

の
確
認
の
上
、
組
織
的
に
対
応
方
針
を
決
定
し
、
被
害
児
童
生
徒
を
徹
底
し

て
守
り
通
す
。

 

こ
れ
ら
の
対
応
に
つ
い
て
、
教
職
員
全
員
の
共
通
理
解
、
保
護
者
の
協

力
、
関
係
機
関
・
専
門
機
関
と
の
連
携
の
も
と
で
、
次
の
点
に
留
意
し
て
取

り
組
む
。

 

（
ア
）
い
じ
め
て
い
る
児
童
生
徒
へ
の
指
導

 

い
じ
め
の
内
容
や
関
係
す
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
十
分
把
握
し
、
人
権

の
保
護
に
配
慮
し
な
が
ら
、
い
じ
め
が
人
間
の
生
き
方
と
し
て
許
さ
れ
な
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対
応
に
当
た
り
、
い
じ
め
行
為
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
毅
然
と
し
た

態
度
や
い
じ
め
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
加
害
者
の
成
長

支
援
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
い
じ
め
る
児
童
生
徒
が
内
面
に
抱
え
る
不
安

や
不
満
、
ス
ト
レ
ス
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
加
害
者
側
の
児
童
生
徒
へ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
指
導
・
援
助
が
再
発

防
止
に
つ
な
が
る
こ
と
を
認
識
し
、
非
の
み
を
責
め
る
の
で
は
な
く
、
行

為
の
背
景
も
踏
ま
え
継
続
的
な
ケ
ア
を
実
施
す
る
。

 

ま
た
、
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
の
立
場
に
立
っ
て
、
い
じ
め
に
あ
た

る
と
判
断
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
す
べ
て
が
厳
し
い
指
導
を
要
す
る
場
合

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
学
校
は
、
「
い
じ
め
」
と

い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
指
導
す
る
な
ど
、
柔
軟
な
対
応
に
よ
る
対
処
を
行

う
場
合
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
組
織
に
よ
る
い
じ
め

の
認
知
や
情
報
共
有
を
必
要
と
す
る
。

 

い
じ
め
加
害
者
と
被
害
者
の
関
係
修
復
の
た
め
の
謝
罪
は
大
切
だ
が
、

場
の
設
定
に
際
し
て
は
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
単
に
謝
罪
す
る
こ

と
が
全
て
の
解
決
で
は
な
い
た
め
、
被
害
者
側
が
謝
罪
を
望
ん
で
い
る

か
、
加
害
者
Ⓑ
側
に
自
発
的
な
謝
罪
の
意
思
が
あ
る
か
を
丁
寧
に
聞
き
、

必
要
に
応
じ
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

 

（
エ
）
被
害
者
・
加
害
者
を
取
り
巻
く
学
級
や
学
校
で
の
指
導

 

い
じ
め
は
被
害
・
加
害
の
二
者
関
係
だ
け
で
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

観
衆
と
し
て
囃
し
立
て
る
者
や
、
周
辺
で
暗
黙
の
了
解
を
与
え
る
傍
観
者

の
存
在
が
あ
る
。
い
じ
め
の
対
応
を
組
織
で
検
討
す
る
際
に
、
観
衆
や
傍

観
者
の
存
在
を
考
慮
し
な
が
ら
、
加
害
者
と
同
様
に
指
導
を
行
う
必
要
が

い
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
直
ち
に
い
じ
め
を
や
め
さ
せ
る
。
い
じ
め
の
内
容

に
よ
っ
て
は
、
警
察
等
と
の
連
携
を
図
る
。

 

（
イ
）
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
児
童
生
徒
へ
の
支
援

 

「
い
じ
め
ら
れ
る
側
に
も
問
題
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
接
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。
そ
こ
で
、
本
人
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
付
け

ず
、
共
感
的
態
度
で
話
を
親
身
に
聴
く
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
温
か
い
言
葉

掛
け
を
し
、
本
人
と
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
お
く
。

 

（
ウ
）
周
り
で
は
や
し
立
て
る
児
童
生
徒
へ
の
対
応

 

は
や
し
立
て
る
こ
と
な
ど
は
、
い
じ
め
行
為
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
理

解
さ
せ
る
。
ま
た
、
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
児
童
生
徒
の
気
持
ち
に
な
っ
て

考
え
さ
せ
、
い
じ
め
て
い
る
児
童
生
徒
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
こ
と
に
気

付
か
せ
る
。

 

（
エ
）
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
児
童
生
徒
へ
の
対
応

 

い
じ
め
は
、
他
人
事
で
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
い
じ
め
を
知
ら
せ
る

勇
気
を
も
た
せ
る
。
ま
た
、
傍
観
は
、
い
じ
め
行
為
へ
の
加
担
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。

 

（
オ
）
学
級
全
体
へ
の
対
応

 

次
の
点
に
留
意
し
、
い
じ
め
の
早
期
発
見
、
早
期
対
応
、
早
期
解
消
に

努
め
る
。

 

①
 
話
し
合
い
な
ど
を
通
し
て
、
い
じ
め
を
考
え
る
。

 

②
 
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
な
い
よ
う
指
導
す
る
。

 

③
 
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
、
正
し
い
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
指
導
す

る
。
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あ
る
。
指
導
の
具
体
に
つ
い
て
は
被
害
児
童
生
徒
本
人
や
保
護
者
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
自
己
の
行
為
を
振
り
返
ら
せ
、
い
じ
め
行
為
を
許

さ
な
い
、
繰
り
返
さ
な
い
風
土
を
醸
成
す
る
。

 

④
 
い
じ
め
は
許
さ
な
い
と
い
う
断
固
た
る
教
師
の
姿
勢
を
示
す
。

 

⑤
 
道
徳
教
育
の
充
実
を
図
る
。

 

⑥
 
特
別
活
動
を
通
し
て
、
好
ま
し
い
人
間
関
係
を
築
く
。

 

⑦
 
行
事
等
を
通
し
て
、
学
級
の
連
帯
感
を
育
て
る
。

 

（
カ
）
保
護
者
等
へ
の
報
告

 

い
じ
め
の
事
実
、
状
況
、
指
導
経
過
、
今
後
の
指
導
方
針
や
方
向
性
な

ど
を
関
係
の
保
護
者
へ
連
絡
を
す
る
。
特
に
、
被
害
者
の
保
護
者
は
、
今

ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
不
安
で
あ
る
の
で
現
時
点
で
の
状
況

を
、
学
校
は
こ
ま
め
に
連
絡
す
る
。
ま
た
、
加
害
者
と
な
っ
た
保
護
者
に

対
し
て
も
指
導
経
過
な
ど
を
連
絡
し
、
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

連
絡
不
足
は
、
保
護
者
か
ら
学
校
へ
の
不
信
感
と
な
っ
た
り
、
保
護
者
同

士
の
不
信
感
と
な
っ
た
り
す
る
の
で
、
提
供
で
き
る
情
報
を
十
分
精
査
し

な
が
ら
も
、
き
め
細
か
く
連
絡
を
す
る
。
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P
.
9 

第
２

 

２
（
３
）
オ

 

●
内
容
の
追
記

 

オ
 
関
係
機
関
等
と
の
連
携

 

い
じ
め
を
受
け
た
側
・
い
じ
め
た
側
の
児
童
生
徒
・
保
護
者
に
対
す
る
支

援
、
指
導
、
助
言
等
は
、
関
係
者
の
連
携
の
も
と
、
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
じ
め
に
関
す
る
事
象
の
発
生
を
把
握
し
た

際
は
、
迅
速
に
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
等
と
連
携
し
て
対
応
に

当
た
る
他
、
日
常
的
な
相
談
や
情
報
共
有
に
よ
る
関
係
づ
く
り
・
体
制
づ
く

り
を
進
め
る
。

 

（
ア
）
所
轄
警
察
署
と
の
連
携
に
つ
い
て

 

事
案
に
よ
り
い
じ
め
が
犯
罪
行
為
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
は
直
ち

に
警
察
に
相
談
・
通
報
を
行
い
、
適
切
な
援
助
を
求
め
、
児
童
生
徒
の
命

や
安
全
を
最
優
先
に
対
応
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
ス

ク
ー
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
の
活
用
も
検
討
す
る
。
活
用
に
当
た
っ
て
は
、

学
校
と
教
育
委
員
会
と
で
相
談
・
検
討
し
対
応
に
当
た
る
。

 

ま
た
、
学
校
・
警
察
間
で
、
日
常
的
な
連
絡
窓
口
と
な
る
担
当
職
員
を

決
め
て
情
報
共
有
を
図
っ
た
り
、
学
校
警
察
連
絡
協
議
会
に
よ
る
警
察
と

連
携
し
た
対
応
が
早
期
可
能
と
な
る
よ
う
相
談
・
通
報
の
促
進
を
図
っ
た

り
す
る
こ
と
で
、
日
常
的
な
情
報
共
有
体
制
の
構
築
・
連
携
強
化
を
進
め

る
。
 

（
イ
）
福
祉
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て

 

い
じ
め
の
背
景
に
は
、
家
に
居
場
所
が
な
い
不
安
感
や
、
不
安
定
な
生

活
環
境
、
し
つ
け
が
で
き
な
い
な
ど
の
養
育
困
難
さ
、
虐
待
等
、
家
庭
に

原
因
が
あ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
家
庭

の
養
育
に
関
す
る
指
導
・
助
言
や
児
童
生
徒
の
生
活
・
環
境
の
状
況
把
握
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を
行
う
必
要
が
あ
る
。
児
童
相
談
所
や
市
福
祉
関
係
課
、
民
生
委
員
、
児

童
委
員
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
状
況
の
改
善
を
図
る
。

 

（
ウ
）
医
療
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て

 

い
じ
め
被
害
を
受
け
た
児
童
生
徒
は
、
い
じ
め
の
行
為
が
止
ん
だ
後
も

不
安
な
気
持
ち
が
残
り
、
不
登
校
や
別
の
問
題
行
動
に
つ
な
が
る
場
合
も

あ
る
。
指
導
支
援
や
そ
の
後
の
見
守
り
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
て
学
校
医

や
医
療
機
関
と
連
携
し
て
適
切
な
指
導
を
受
け
、
精
神
の
安
定
と
改
善
に

向
け
た
対
応
を
行
う
。

 

（
エ
）
保
護
者
・
地
域
の
人
々
と
の
連
携

 

い
じ
め
の
未
然
防
止
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
い
じ
め
の
早
期
発
見
や
解

消
、
そ
し
て
再
発
防
止
に
は
、
保
護
者
の
理
解
や
協
力
、
地
域
の
方
々
と

の
連
携
、
協
働
が
不
可
欠
と
な
る
。
学
校
は
、
日
頃
よ
り
い
じ
め
へ
の
基

本
的
な
対
応
に
つ
い
て
、
家
庭
・
地
域
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
学
校
と

家
庭
、
地
域
が
組
織
的
に
連
携
・
協
働
す
る
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

る
。
地
域
ぐ
る
み
で
い
じ
め
の
未
然
防
止
や
児
童
生
徒
の
健
全
な
育
成
に

向
け
た
取
組
を
進
め
る
。
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P
.
1
0 

第
２

 

３
（
１
）
ウ

 

●
内
容
の
追
記

 

ウ
 
重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
当
該
学
校
は
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
市

長
へ
、
事
態
発
生
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

ま
た
、
当
該
学
校
は
、
市
長
へ
の
発
生
報
告
を
行
っ
た
後
、
教
育
委
員

会
等
を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し
て
、
事
案
発
生
に
つ
い
て
報
告
す

る
。
 

③
 
重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
当
該
学
校
は
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
市

長
へ
、
事
態
発
生
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

P
.
1
0 

第
２

 

３
（
１
）
エ

 

●
内
容
の
追
記

 

エ
 
当
該
学
校
は
、
法
第
２
２
条
に
基
づ
く
組
織
を
母
体
と
す
る
調
査
組
織

を
設
置
し
、
当
該
重
大
事
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
。
（
個
々
の
重
大
事

態
に
よ
り
、
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
当
該
い
じ
め
事
案
の
関
係

者
と
直
接
の
人
間
関
係
又
は
特
別
の
利
害
関
係
を
有
し
な
い
第
三
者
の
参

加
を
図
る
。
）

 

ま
た
、
当
該
学
校
は
、
調
査
開
始
が
決
定
し
た
時
点
で
、
教
育
委
員
会

等
を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し
て
、
調
査
開
始
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

④
 
当
該
学
校
は
、
法
第
２
２
条
に
基
づ
く
組
織
を
母
体
と
す
る
調
査
組
織

を
設
置
し
、
当
該
重
大
事
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
。
（
個
々
の
重
大
事

態
に
よ
り
、
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
当
該
い
じ
め
事
案
の
関
係

者
と
直
接
の
人
間
関
係
又
は
特
別
の
利
害
関
係
を
有
し
な
い
第
三
者
の
参

加
を
図
る
。
）

 

P
.
1
0 

第
２

 

３
（
１
）
ク

 

●
内
容
の
追
記

 

ク
 
上
記
エ
の
調
査
結
果
は
、
学
校
は
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
市
長
へ
報
告

す
る
。
そ
の
際
、
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
又
は
そ
の
保
護
者
が
希
望
す

る
場
合
に
は
、
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
又
は
そ
の
保
護
者
の
調
査
結
果

に
対
す
る
所
見
を
ま
と
め
た
文
書
の
提
供
を
受
け
、
調
査
結
果
に
添
え

る
。

 

ま
た
、
当
該
学
校
は
、
市
長
へ
重
大
事
態
調
査
報
告
書
を
提
出
後
、
教

育
委
員
会
等
を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し
て
、
報
告
書
の
写
し
を
提
出

す
る
。

 

⑧
 
上
記
④
の
調
査
結
果
は
、
学
校
は
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
市
長
へ
報
告

す
る
。
そ
の
際
、
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
又
は
そ
の
保
護
者
が
希
望
す

る
場
合
に
は
、
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
又
は
そ
の
保
護
者
の
調
査
結
果

に
対
す
る
所
見
を
ま
と
め
た
文
書
の
提
供
を
受
け
、
調
査
結
果
に
添
え

る
。
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P
.
1
0 

第
２

 

３
（
１
）
シ

 

●
内
容
の
追
記

 

シ
 
上
記
ケ
の
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
市
長
は
そ
の
結
果
を
議
会
に
報
告

す
る
。

 

ま
た
、
当
該
学
校
は
、
教
育
委
員
会
等
を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し

て
、
再
調
査
の
開
始
報
告
を
行
い
、
再
調
査
終
了
後
に
再
調
査
報
告
書
の

提
出
を
行
う
。

 

⑫
 
上
記
⑨
の
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
市
長
は
そ
の
結
果
を
議
会
に
報
告

す
る
。

 

P
.
1
1 

第
２

 

３
（
２
）
ア
（
イ
）

 

●
内
容
の
追
記

 

（
イ
）
重
大
事
態
の
報
告

 

 
重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
学
校
は
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
市
長
へ
、

事
態
発
生
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

ま
た
、
当
該
学
校
は
、
市
長
へ
の
発
生
報
告
を
行
っ
た
後
、
教
育
委
員
会

等
を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し
て
、
事
態
発
生
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

（
イ
）
重
大
事
態
の
報
告

 

重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
学
校
は
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
市
長
へ
、

事
態
発
生
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
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P
.
1
1～

12
 

第
２

 

３
（
２
）
ア
（
ウ
）

 

●
内
容
の
追
記

 

（
ウ
）
調
査
の
趣
旨
及
び
調
査
主
体
に
つ
い
て

 

 
法
第
２
８
条
の
調
査
は
、
重
大
事
態
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
同
種
の
事

態
の
発
生
の
防
止
に
資
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
。

 

学
校
は
、
重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
教
育
委
員
会
に
報

告
し
、
学
校
が
主
体
と
な
っ
て
調
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
従
前
の
経
緯
や
事

案
の
特
性
、
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
又
は
保
護
者
の
訴
え
な
ど
を
踏
ま

え
、
学
校
主
体
の
調
査
で
は
、
重
大
事
態
へ
の
対
処
及
び
同
種
の
事
態
の
発

生
の
防
止
に
必
ず
し
も
十
分
な
結
果
を
得
ら
れ
な
い
と
教
育
委
員
会
が
判
断

す
る
場
合
や
、
学
校
の
教
育
活
動
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
調
査
を
実
施
す
る
。

 

学
校
が
調
査
主
体
と
な
る
場
合
、
法
第
２
８
条
第
３
項
に
基
づ
き
、
教
育

委
員
会
は
調
査
を
実
施
す
る
学
校
に
対
し
て
必
要
な
指
導
、
ま
た
、
人
的
措

置
も
含
め
た
適
切
な
支
援
を
行
う
。

 

 
ま
た
、
当
該
学
校
は
、
調
査
開
始
が
決
定
し
た
時
点
で
、
教
育
委
員
会
等

を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し
て
、
調
査
開
始
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

（
ウ
）
調
査
の
趣
旨
及
び
調
査
主
体
に
つ
い
て

 

 
法
第
２
８
条
の
調
査
は
、
重
大
事
態
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
同
種
の
事

態
の
発
生
の
防
止
に
資
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
。

 

学
校
は
、
重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
教
育
委
員
会
に
報

告
し
、
学
校
が
主
体
と
な
っ
て
調
査
を
行
う
。
た
だ
し
、
従
前
の
経
緯
や
事

案
の
特
性
、
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
又
は
保
護
者
の
訴
え
な
ど
を
踏
ま

え
、
学
校
主
体
の
調
査
で
は
、
重
大
事
態
へ
の
対
処
及
び
同
種
の
事
態
の
発

生
の
防
止
に
必
ず
し
も
十
分
な
結
果
を
得
ら
れ
な
い
と
教
育
委
員
会
が
判
断

す
る
場
合
や
、
学
校
の
教
育
活
動
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
調
査
を
実
施
す
る
。

 

学
校
が
調
査
主
体
と
な
る
場
合
、
法
第
２
８
条
第
３
項
に
基
づ
き
、
教
育

委
員
会
は
調
査
を
実
施
す
る
学
校
に
対
し
て
必
要
な
指
導
、
ま
た
、
人
的
措

置
も
含
め
た
適
切
な
支
援
を
行
う
。

 

P
.
1
3 

第
２

 

３
（
２
）
ア
（
キ
）

 

●
内
容
の
一
部
削
除

 

（
キ
）
そ
の
他
留
意
事
項

 

重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
関
係
の
あ
っ
た
児
童
生
徒
が
深
く
傷
付

き
、
学
校
全
体
の
児
童
生
徒
や
保
護
者
や
地
域
に
も
不
安
や
動
揺
が
広
が
る

こ
と
が
あ
り
、
時
に
は
事
実
に
基
づ
か
な
い
風
評
等
が
流
れ
る
場
合
も
あ

る
。
教
育
委
員
会
及
び
学
校
は
、
児
童
生
徒
や
保
護
者
へ
の
心
の
ケ
ア
と
落

ち
着
い
た
学
校
生
活
を
取
り
戻
す
た
め
の
支
援
に
努
め
る
と
と
も
に
、
一
貫

し
た
情
報
発
信
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
に
留
意
す
る
。

 

（
キ
）
そ
の
他
留
意
事
項

 

 
重
大
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
関
係
の
あ
っ
た
児
童
生
徒
が
深
く
傷
付

き
、
学
校
全
体
の
児
童
生
徒
や
保
護
者
や
地
域
に
も
不
安
や
動
揺
が
広
が
る

こ
と
が
あ
り
、
時
に
は
事
実
に
基
づ
か
な
い
風
評
等
が
流
れ
る
場
合
も
あ

る
。
教
育
委
員
会
及
び
学
校
は
、
児
童
生
徒
や
保
護
者
へ
の
心
の
ケ
ア
と
落

ち
着
い
た
学
校
生
活
を
取
り
戻
す
た
め
の
支
援
に
努
め
る
と
と
も
に
、
予
断

の
な
い
一
貫
し
た
情
報
発
信
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
に
留
意
す

る
。
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P
.
1
4 

第
２

 

３
（
２
）
イ
（
イ
）

 

●
内
容
の
追
記

 

（
イ
）
調
査
結
果
の
報
告

 

 
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
市
長
に
報
告
す
る
。

 

上
記
（
ア
）
の
説
明
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒

又
は
そ
の
保
護
者
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒
又

は
そ
の
保
護
者
の
所
見
を
ま
と
め
た
文
書
の
提
供
を
受
け
、
調
査
結
果
の
報

告
に
添
え
て
市
長
に
送
付
す
る
。

 

ま
た
、
当
該
学
校
は
、
市
長
へ
重
大
事
態
調
査
報
告
書
を
提
出
後
、
教
育

委
員
会
等
を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し
て
、
報
告
書
の
写
し
を
提
出
す

る
。
 

（
イ
）
調
査
結
果
の
報
告

 

調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
市
長
に
報
告
す
る
。

 

上
記
（
ア
）
の
説
明
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒

又
は
そ
の
保
護
者
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒
又

は
そ
の
保
護
者
の
所
見
を
ま
と
め
た
文
書
の
提
供
を
受
け
、
調
査
結
果
の
報

告
に
添
え
て
市
長
に
送
付
す
る
。

 

P
.
1
4 

第
２

 

３
（
３
）
ア

 

●
内
容
の
追
記

 

ア
 
再
調
査

 

 
法
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
市
長
は
、
当
該
報
告

に
係
る
重
大
事
態
へ
の
対
処
又
は
当
該
重
大
事
態
と
同
種
の
事
態
の
発
生
の

防
止
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
２
８
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
調
査
（
以
下
「
再
調
査
」
と
い
う
。
）
を

行
う
。

 

こ
の
再
調
査
は
、
市
長
が
設
置
し
た
再
調
査
委
員
会
が
行
う
。

 

再
調
査
に
つ
い
て
も
、
教
育
委
員
会
又
は
そ
の
学
校
に
よ
る
調
査
同
様
、

再
調
査
の
主
体
は
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し

て
、
情
報
を
適
切
に
提
供
す
る
責
任
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
、
適
時
・
適
切

な
方
法
で
、
調
査
の
進
捗
状
況
等
及
び
調
査
結
果
を
説
明
す
る
。

 

ま
た
、
当
該
学
校
は
、
教
育
委
員
会
等
を
通
じ
て
文
部
科
学
省
に
対
し

て
、
再
調
査
の
開
始
報
告
を
行
い
、
再
調
査
終
了
後
に
再
調
査
報
告
書
の
提

出
を
行
う
。

 

ア
 
再
調
査

 

 
法
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
市
長
は
、
当
該
報
告

に
係
る
重
大
事
態
へ
の
対
処
又
は
当
該
重
大
事
態
と
同
種
の
事
態
の
発
生
の

防
止
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
２
８
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
調
査
（
以
下
「
再
調
査
」
と
い
う
。
）
を

行
う
。

 

こ
の
再
調
査
は
、
市
長
が
設
置
し
た
再
調
査
委
員
会
が
行
う
。

 

再
調
査
に
つ
い
て
も
、
教
育
委
員
会
又
は
そ
の
学
校
に
よ
る
調
査
同
様
、

再
調
査
の
主
体
は
、
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し

て
、
情
報
を
適
切
に
提
供
す
る
責
任
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
、
適
時
・
適
切

な
方
法
で
、
調
査
の
進
捗
状
況
等
及
び
調
査
結
果
を
説
明
す
る
。
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